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生
活

相
談

募
集

保
健

催
し

子
育
て

市
民
参
加

ふ
れ
あ
い

問合せ　危機管理課（内線652）

陸上自衛隊演習島松
演習場

●日時　10月３日㈮～12日㈰　午前
７時～午後８時（正午～午後１時を
除く）
●実施部隊　第２師団、第５旅団、
第７師団、第11旅団、北部方面後方
支援隊、北部方面施設隊

詳しくは、市のホームページ「くら
しの情報→防衛」からご覧ください。

〜
土
曜
）

利
用
時
間　

●
小
学
校
＝
午
後
６
時
〜
９
時　

●
中
学
校
＝
午
後
７
時
〜
９
時　

い
ず

れ
も
２
時
間
以
内

開
放
学
校　

●
小
学
校
＝
東
部
・
西
部
・
大
曲
・
西

の
里
・
双
葉
・
緑
ヶ
丘
・
大
曲
東
の
７
校

●
中
学
校
＝
東
部
・
西
部
・
大
曲
・
広

葉
・
緑
陽
の
５
校

利
用
料　

１
団
体　

１
時
間
５
４
０
円

申
込
み　

10
月
15
日
ま
で
に
申
込
先
に

あ
る
申
請
書
で
市
教
委
社
会
教
育
課（
内

線
６
７
３
）
か
各
出
張
所
、
団
地
住
民

セ
ン
タ
ー
、
エ
ル
フ
ィ
ン
パ
ー
ク

＊
申
請
書
に
添
付
し
て
い
る
実
施
要
項

を
確
認
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ト

ピ
ッ
ク
ス
」
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

知
っ
て
い
ま
す
か

　

里

親

制

度

　

里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ

り
実
の
家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子

ど
も
た
ち
を
、
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入

れ
、
養
育
す
る
方
の
こ
と
で
す
。
特
別

な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。　

　

里
親
に
は
、
子
ど
も
を
養
育
す
る
養

育
里
親
や
、
養
子
縁
組
を
前
提
と
す
る

養
子
縁
組
里
親
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

北
海
道
中
央
児
童
相
談
所（
☎

631
〜
０
３
０
１
）

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
、
身
近
に
あ
る
小

規
模
な
公
園
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
管
理

し
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

対
象　

自
治
会
・
町
内
会
、
老
人
ク
ラ

ブ
な
ど
の
団
体

期
間　

平
成
27
年
４
月
20
日
㈪
〜
11
月

20
日
㈮

内
容　

週
１
回
の
清
掃
、
年
４
回
の
草

刈
り
（
保
険
加
入
が
必
要
）
、
冬
囲
い

な
ど

＊
清
掃
だ
け
で
も
可
能
で
す
。

申
込
み　

10
月
31
日
ま
で
に
都
市
整
備

課
（
内
線
６
９
７
）

　

木

造

住

宅

の

　

耐
震
診
断
・
改
修
補
助

　

今
年
度
の
受
け
付
け
は
、
間
も
な
く

終
了
し
ま
す
。

〈
耐
震
診
断
補
助
〉

対
象
に
な
る
建
築
物　

次
の
条
件
を
全

て
満
た
す
も
の　

●
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

●
木
造
在
来
工
法　

●
地
上
２
階
建
て
以
下
（
地
下
車
庫
付

き
を
含
む
）

補
助
金
額　

耐
震
診
断
に
掛
か
る
経
費

の
３
分
の
２
以
下
（
限
度
額
は
住
宅
一

戸
に
つ
き
２
万
円
）

〈
耐
震
改
修
補
助
〉

対
象
に
な
る
建
築
物　

耐
震
診
断
で
、

耐
震
性
を
満
た
し
て
い
な
い
と
判
断
さ

れ
た
住
宅

補
助
金
額　

耐
震
改
修
工
事
に
掛
か
る

経
費
の
一
部
（
工
事
費
に
よ
り
補
助
額

が
変
わ
り
ま
す
。
限
度
額
30
万
円
）

〈
共
通
事
項
〉

対
象　

市
内
の
木
造
一
戸
建
て
専
用
住

宅
（
２
世
帯
住
宅
を
含
む
）
か
併
用
住

宅
（
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
延
べ
床
面

積
の
２
分
の
１
以
上
）
を
所
有
し
、
お

住
ま
い
の
方

＊
耐
震
診
断
を
す
る
事
業
者
に
は
、
制

限
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　

12
月
５
日
ま
で
に
建
築
課（
内

線
６
５
３
）

第
　
回

　

全
国
労
働
衛
生
週
間

　　

労
働
者
の
心
と
体
の
健
康
が
確
保
さ

れ
る
職
場
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

期
間　

10
月
７
日
㈫
ま
で

問
合
せ　

商
業
労
働
課
（
内
線
８
５
７
）

公園等
　里親制度

問合せ　総務課（内線728）

◆国のホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bango
seido/）
◆コールセンター（祝日、年末年始を
除く月～金曜、午前９時30分～午後５
時30分）
　日本語＝☎0570-20-0178
　英語＝☎0570-20-0291

問合せ　国保医療課（内線730）

次のいずれにも該当する方は、特別徴収です
●年金受給額が年額18万円以上
●後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計が、１回の年金支給額
の２分の１を超えていない
＊新たに75歳になった方は、事務手続きに６カ月程度かかります。

　銀行の窓口に行き納付書（払込取扱票）で支払うか、口座振替で納入す
ることになります  （普通徴収）。

原則として自動的に年
金から差し引かれます
  　　（特別徴収）

特別徴収に該当しない方は…

必要書類など
●申出書　●口座振替依頼書　
●後期高齢者医療制度の被保険者証
●振り替えをする口座の口座情報と届け出印
＊特別徴収から口座振替に変更し、確実に納付できない
ことが続いたときは、  特別徴収に戻ることがあります。

特別徴収から口座振替に変更できます 保険料の額は、平成26年度
後期高齢者医療保険料額決
定通知書で確認してください

65
み
ん
な
で
進
め
る

職
場
の
改
善

心
と
か
ら
だ
の
健
康
管
理

　平成25年５月に法律
が成立し、全国でマイ
ナンバー制度の導入が
決まりました。制度の
概要は、国のホームペ
ージで紹介しています。

平成28年１月から開始　

マイナちゃん


